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(57)【要約】
【課題】サイドウォール部に配置される文字、図形、記
号等の表示媒体の視認性を向上させるとともに、サイド
ウォール部へのクラックの発生を有効に抑制することが
できる空気入りタイヤを提供する。
【解決手段】トレッド部１と、このトレッド部１のそれ
ぞれの側部に連続して半径方向内方へ延びる一対のサイ
ドウォール部２と、これらの各サイドウォール部２の半
径方向内方に連続するビード部３とを具え、少なくとも
一方のサイドウォール部２の外表面に、一定幅の円環状
リッジ装飾体４を設けるとともに、このリッジ装飾体４
内に表示媒体５を配設し、少なくとも表示媒体５を配設
したリッジ装飾体領域は、半径方向に相互に隣接する四
本以上の環状または渦巻状のリッジ群６からなり、隣接
するリッジ群６のそれぞれのリッジ７がタイヤ半径方向
線分に対して相互に異なる向きに傾斜してなることを特
徴とする。
【選択図】図２



(2) JP 2010-52585 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレッド部と、このトレッド部のそれぞれの側部に連続して半径方向内方へ延びる一対
のサイドウォール部と、これらの各サイドウォール部の半径方向内方に連続するビード部
とを具え、少なくとも一方のサイドウォール部の外表面に、一定幅の円環状リッジ装飾体
を設けるとともに、このリッジ装飾体内に表示媒体を配設してなる空気入りタイヤにおい
て、
　少なくとも表示媒体を配設したリッジ装飾体領域は、半径方向に相互に隣接する四本以
上の環状または渦巻状のリッジ群からなり、隣接するリッジ群のそれぞれのリッジがタイ
ヤ半径方向線分に対して相互に異なる向きに傾斜してなることを特徴とする空気入りタイ
ヤ。
【請求項２】
　リッジ装飾体内に配設される表示媒体を、複数のリッジ群を跨いで位置させてなる請求
項１に記載の空気入りタイヤ。
【請求項３】
　それぞれのリッジ群の半径方向幅を相互に等しくしてなる請求項１または２に記載の空
気入りタイヤ。
【請求項４】
　それぞれのリッジ群のリッジの、タイヤ半径方向線分に対する傾斜角度を相互に等しく
してなる請求項１～３のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項５】
　相互に隣接するリッジ群の、それぞれのリッジを互いに連続させてなる請求項１～４の
いずれかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項６】
　各リッジ群の、それぞれのリッジの配設ピッチが０．５～３．０ｍｍの範囲である請求
項１～５のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項７】
　各リッジ群の、それぞれのリッジのタイヤ半径方向に対する角度が２０～７０°の範囲
である請求項１～６のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気入りタイヤ、特に、少なくとも一方のサイドウォール部の表面に形成さ
れる、文字、記号等の各々からなる各個の表示媒体の視認性を向上させた空気入りタイヤ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気入りタイヤのサイドウォール部に表示される文字、図形、記号等の表示媒体の視認
性を高めるため、例えば図６および図７に示すような、サイドウォール部のリッジ装飾体
内に、その表示媒体を、例えば凸凹加工によって配設して、リッジ装飾体をあたかも背景
として用いる結果として、リッジ装飾体内の表示媒体の視認性を高めることは従来から広
く行われている。
【０００３】
　しかるに、この種のリッジ装飾体では一般に、リッジ装飾体を形成するリッジが延在す
る向きに応じた光の反射の影響を受けることになり、リッジの側面が光の入射方向に対向
する領域では光の反射によって明るくなる一方、リッジの延在方向が光の入射方向と同じ
になる領域ではリッジの側面は光が反射せずに暗くなることから、図６，７に例示するリ
ッジ装飾体に、図８，９のそれぞれに示すように光が入射された場合には、図８，９に明
暗をもって示すように、相互の明暗差が大きくなりすぎるが故に、リッジ装飾体全体とし
ての視認性が低下し、この結果として、リッジ装飾体内の表示媒体の視認性もまた低くな
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るという問題があった。
【０００４】
　また、タイヤの外観の視認性を高めるためには偏平感の演出が効果的であり、例えば、
図１０に示すように、サイドウォール部外表面でのリッジ装飾体のリッジの、山部および
谷部のそれぞれよりも高く、凸状の周方向成分を設けた場合に、その部分が、タイヤの負
荷転動に伴う、周方向剪断力の入力によって、サイドウォール部のクラックの核と成り易
く、サイドウォール部の耐久性が低下するおそれがあった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は、特に、サイドウォール部に配置される文字、図形、記号等の表示媒
体の視認性を向上させるとともに、サイドウォール部へのクラックの発生を有効に抑制す
ることができる空気入りタイヤを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明にかかる空気入りタイヤは、トレッド部と、このトレッド部のそれぞれの側部
に連続して半径方向内方へ延びる一対のサイドウォール部と、これらの各サイドウォール
部の半径方向内方に連続するビード部とを具え、少なくとも一方のサイドウォール部の外
表面に、一定幅の円環状リッジ装飾体を設けるとともに、このリッジ装飾体内に表示媒体
を配設してなるものであって、少なくとも表示媒体を配設したリッジ装飾体領域は、半径
方向に相互に隣接する四本以上の環状または渦巻状のリッジ群からなり、隣接するリッジ
群のそれぞれのリッジがタイヤ半径方向線分に対して相互に異なる向きに傾斜してなるこ
とを特徴とするものである。
【０００７】
　このようなタイヤにおいてより好ましくは、リッジ装飾体内に配設される表示媒体を、
複数のリッジ群を跨いで位置する。
【０００８】
　また好ましくは、それぞれのリッジ群の半径方向幅を相互に等しくする。
【０００９】
　ここで、半径方向幅とは、タイヤが生産され、使用される地域に有効な産業規格であっ
て、日本ではＪＡＴＭＡ（日本自動車タイヤ協会）　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ、欧州では、Ｅ
ＴＲＴＯ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｙｒｅ　ａｎｄ　Ｒｉｍ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｏｒｇ
ａｎｉｓａｔｉｏｎ）　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＭＡＮＵＡＬ、米国ではＴＲＡ（ＴＨＥ　Ｔ
ＩＲＥ　ａｎｄ　ＲＩＭ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＩＮＣ．）　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ等
の規格に規定されたリムに、タイヤを組付けて、ＪＡＴＭＡ等の規格で、最高空気圧を充
填した状態の下での半径方向の幅をいうものとする。
【００１０】
　そしてまた好ましくは、それぞれのリッジ群のリッジの、タイヤ半径方向線分に対する
傾斜角度を相互に等しくする。
【００１１】
　ところで、相互に隣接するリッジ群の、それぞれのリッジは互いに連続させて形成する
ことが好ましい。
【００１２】
　また好ましくは、各リッジ群の、それぞれのリッジの配設ピッチを０．５～３．０ｍｍ
の範囲とする。
【００１３】
　好ましくは、各リッジ群の、それぞれのリッジのタイヤ半径方向に対する角度を２０～
７０°の範囲とする。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明では、少なくとも表示媒体を配設したリッジ装飾体領域は、リッジ装飾体を、半
径方向に相互に隣接する四本以上の環状または渦巻状のリッジ群からなり、隣接するリッ
ジ群のそれぞれのリッジをタイヤ半径方向線分に対して相互に異なる向きに傾斜させるこ
とにより、それぞれのリッジ群のリッジを、光の入射方向に対し、各種の方向を延在させ
て、光の反射する角度を相互に相違させることになり、リッジ装飾体全体の外観明暗差を
小さくして、リッジ装飾体全体の視認性を高めることができる。その結果として、このリ
ッジ群のリッジが、サイドウォール部の周方向成分となるため、リッジ高さよりも高い周
方向成分、例えば凸状の周方向成分を設けることなく、リッジ装飾体全体の視認性を高め
ることができ、クラックの核となる成分がなくなることで、サイドウォール部の耐久性の
低減を抑えることができる。
【００１５】
　また、例えば、リッジ装飾体を、半径方向幅が相互に等しい三本のリッジ群で形成する
場合には、それらのリッジ群は、タイヤ半径方向に対して傾斜する方向が同じ二本のリッ
ジ群と、これらと異なる傾斜方向の一本のリッジ群からなることになり、多くの場合、そ
の面積比が約２：１になることから、リッジ装飾体全体としての視認性にばらつきが生じ
るおそれがあるが、本発明のように、四本以上のそれぞれのリッジ群のリッジを、タイヤ
半径方向に対して相互に異なる向きに傾斜させることにより、リッジ装飾体全体としての
常に優れた視認性を確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、図面を参照しながら本発明の空気入りタイヤを詳細に説明する。
　図１は、本発明の空気入りタイヤの一の実施形態を示す側面図であり、図２（ａ）は、
図１の要部拡大側面図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）のＡ－Ａ線に沿う拡大端面図で
あり、図２（ｃ）は、図２（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う拡大端面図である。
【００１７】
　図中の１はトレッド部を、２はトレッド部１のそれぞれの側部に連続して半径方向内方
へ延びる一対のサイドウォール部を、そして３はサイドウォール部２の半径方向内方に連
続するビード部をそれぞれ示す。
【００１８】
　このタイヤは、一方または双方のサイドウォール部２の外表面にはリッジ装飾体４を設
け、このリッジ装飾体４は、例えば、１６．０～４８．０ｍｍの半径方向幅で、その外表
面の１５～３０％の範囲で、全体として一定幅の縁環状をなす。
【００１９】
　そしてこの空気入りタイヤでは、少なくとも表示媒体５を配設したリッジ装飾体４領域
は、半径方向に相互に隣接する、図では六本の環状のリッジ群６からなり、隣接するリッ
ジ群６のそれぞれのリッジ７がタイヤ半径方向線分に対して相互に異なる向きに傾斜する
。
　この場合、好ましくは、それぞれのリッジ群６の半径方向幅を相互に等しくして、相互
に隣接するリッジ群６のリッジ７の、タイヤ半径方向線分に対する傾斜角度を等しい。ま
た図では、それぞれのリッジ７を、リッジ間の相対角度が９０°未満で互いに連続させる
。
【００２０】
　図示のタイヤでは、リッジ装飾体４のリッジ群６は、例えば幅を０．５～３．０ｍｍの
範囲とし、リッジ群６のリッジ７は、タイヤ半径方向線分に対して２０～７０°の範囲で
直線状に傾斜し、サイドウォール部外表面から０．４ｍｍ窪んだ位置から０．３ｍｍ突出
する。そして、このリッジ装飾体４には、サイドウォール部外表面から０．２ｍｍ突出さ
せて表示媒体５の縁部５ａとし、表示媒体５の内部は、その縁部５ａから０．２５ｍｍ窪
んで配置する。
【００２１】
　この空気入りタイヤでより好ましくは、リッジ装飾体４内に配設される表示媒体５を、
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　この構成により、各リッジ群６で効果的に分散された反射光による、あたかも明暗差の
少ない背景上に、表示媒体５を配置することができ、その結果、表示媒体５の視認性の低
下を抑制できる。
【００２２】
　好ましくは、それぞれのリッジ群６の半径方向幅を相互に等しくすることにより、リッ
ジ装飾体４の全体で、入射光に対する反射光を効果的に分散して明暗差の低減を図ること
ができる。
【００２３】
　また好ましくは、それぞれのリッジ群６の相互間でリッジ７の、タイヤ半径方向線分に
対する傾斜角度を相互に等しくすることで、光の入射方向のいかんにかかわらず、いずれ
かのリッジ群６のリッジ７が反射することで、様々な光の向きに対して反射することがで
き、視認性を向上させることができる。
【００２４】
　そしてまた好ましくは、相互に隣接するリッジ群６の、それぞれのリッジ７を互いに連
続させ、これにより、タイヤ加硫モールドのモールド加工工数を、リッジが不連続である
場合に比して低減させる。
【００２５】
　ところで、各リッジ群６の、それぞれのリッジ７の配設ピッチを０．５～３．０ｍｍの
範囲としたときは、各リッジ７を反射する光が密集して、あたかも反射面を作り出すかの
ように、効果的にリッジ群６の明度を確保することができる。
【００２６】
　すなわち、それが０．５ｍｍ未満では、モールド加工の際に、隣接する各リッジ７が底
部で干渉するおそれがあり、一方、３．０ｍｍを超えると、各リッジ間の距離が大きくな
り光を効果的に反射することができず、明度が劣る傾向がある。
【００２７】
　また好ましくは、各リッジ群６の、それぞれのリッジ７のタイヤ半径方向に対する角度
を２０～７０°の範囲としたときは、入射する光を反射して、効果的にリッジ群６の明度
を確保することができる。
　また、リッジ７が隣接するリッジ群６のリッジ７に対して連続して折り返す場合には、
隣り合うリッジ群６同士が効果的に反射の有無を判別することができる。
【００２８】
　すなわち、その角度が２０°未満では、入射する光を反射する角度範囲が小さく、隣接
するリッジ群６との明暗差が劣り、一方、７０°を超えると、隣接するリッジ群６との反
射角度が小さくなり、リッジ群６の明暗差を保てない傾向がある。
【００２９】
　以上、図１および２に示すところについて説明したが、本発明のタイヤに設けられるリ
ッジ装飾体４は、図３に示すように、リッジ装飾体４を円環状の十二本のリッジ群６で形
成したり、図４に示すようなリッジ装飾体４のリッジ群６を渦巻状に、半径方向外方から
内方に向けて次第に狭くした略三角状として配置して、装飾性を高めたり、図５に示すよ
うに、リッジ装飾体４を六本のリッジ群６で形成し、これらリッジ群６を曲線状のリッジ
７で形成することもできる。
【実施例】
【００３０】
　次に、図１に示すような構造を有し、サイズが２０５／５５　Ｒ１６の表１に示すよう
な諸元の実施例タイヤ１～４、および比較例タイヤを試作した。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
　晴天時（入射光の角度４５～１３５°）に、屋外で、タイヤ単体を路面上で転動させ、
視認者のフィーリングで視認性を評価し、その結果を表２に示す。
【００３３】

【表２】

【００３４】
　表２の結果から、実施例タイヤ１～４は、比較例タイヤに対し、視認性が向上した。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の空気入りタイヤの一の実施形態を示す側面図である。
【図２】（ａ）は、図１の要部拡大側面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ線に沿う拡
大端面図であり、（ｃ）は、（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う拡大端面図である。
【図３】本発明の空気入りタイヤの他の実施形態を示す要部拡大側面図である。
【図４】（ａ）は、本発明の空気入りタイヤの他の実施形態を示す要部拡大側面図であり
、（ｂ）は、（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う拡大端面図である。
【図５】本発明の空気入りタイヤの他の実施形態を示す要部拡大側面図である。
【図６】従来の空気入りタイヤを示す要部拡大側面図である。
【図７】従来の空気入りタイヤを示す要部拡大側面図である。
【図８】図６の空気入りタイヤに、光が入射された場合を示す側面図である。
【図９】図７の空気入りタイヤに、光が入射された場合を示す側面図である。
【図１０】（ａ）は、従来の空気入りタイヤを示す要部拡大側面図であり、（ｂ）は、Ｂ
－Ｂ線に沿う拡大端面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　トレッド部
　２　　サイドウォール部
　３　　ビード部
　４　　リッジ装飾体
　５　　表示媒体
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　５ａ　縁部
　６　　リッジ群
　７　　リッジ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図１０】
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【図８】
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【図９】
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